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国立大学法人静岡大学有期雇用教職員給与規程 

07.04.01 最終改正 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則（以下「就業規則」とい

う。）第２４条第１項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学（以下「本学」という。）に勤務

する就業規則第２条に定義する教職員（以下「教職員」という。）の給与に関する必要な事項を

定めたものである。 

２ 給与の支給等に関して、この規程に定めのない事項については、労働基準法（昭和２２年法律

第４９号）その他の関係法令の定めるところによる。 

（給与の種類） 

第２条 教職員の給与は、基本給及び諸手当並びに賞与とする。 

（基本給の適用範囲） 

第３条 基本給は、職務内容その他の労働条件を考慮して決定する。 

２ 基本給表の種類は、国立大学法人静岡大学教職員給与規程（以下「給与規程」という。）の規

定を準用する。 

３ 基本給表の適用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 一般職基本給表（一）の適用を受ける者 事務職員及び技術職員 

(2) 削除 

(3) 教育職基本給表（一）の適用を受ける者 教授、准教授、専任講師、助教、助手及び研究員 

(4) 教育職基本給表（二）の適用を受ける者 附属特別支援学校に勤務する主幹教諭、指導教

諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭 

(5) 教育職基本給表（三）の適用を受ける者 附属学校園（附属特別支援学校を除く。）に勤務

する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭 

(6) 医療職基本給表（一）の適用を受ける者 栄養士 

(7) 医療職基本給表（二）の適用を受ける者 看護師及び保健師 

(8) 特別職基本給表の適用を受ける者 研究教育等で特に顕著な業績を有する教職員又は極めて

高度な専門的知識及び資格等をもって教育研究に従事する教職員 

４ 第３項第１号から第８号までの基本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職

務の内容及びその級別の資格基準は、給与規程第３条第４項の例に準じるものとする。 

（諸手当） 

第４条 諸手当は、次の各号に掲げる区分による。 

(1) 扶養手当 

(2) 管理職等手当 

(3) 地域調整手当 

(4) 広域異動手当 

(5) 住居手当 

(6) 通勤手当 
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(7) 単身赴任手当 

(8) 特殊勤務手当 

(9) 時間外労働手当 

(10) 深夜労働手当 

(11) 大学院調整手当 

(12) 特別支援学校教員調整手当 

(13) 特別資格調整手当 

(14) 義務教育等教員特別勤務手当 

(15) 教職調整手当 

(16) 特別貢献手当 

２ 前各号に掲げる手当の定義及び支給については、給与規程第１５条から第２８条の２の規定を

準用し支給する。ただしこの場合において、給与規程第２８条の２第２項中「第３１条から第３

３条の２まで及び第３４条の２」とあるのは、「国立大学法人静岡大学有期雇用教職員給与規程

第１６条から第１８条まで及び第２１条の２」と読み替える。 

（手当支給者の範囲） 

第５条 前条第１項各号の手当を支給する教職員は、第３条第３項第１号から第７号に掲げる教職

員（以下「任期付教職員」という。）とする。 

２ 教職員のうち、特別職基本給表適用教職員には、前条第１項第６号の手当を支給する。 

３ 教職員のうち、第９条第２項の規定により給与を日給制とした教職員（以下「指定教職員」と

いう。）には、前条第１項第５号、第６号、第８号、第９号、第１０号及び第１６号に掲げる手

当を支給する。 

（賞与） 

第６条 賞与は、期末手当及び勤勉手当とし、任期付教職員にあっては給与規程の例に準じて支給

する。 

２ 特別職基本給表適用教職員及び指定教職員の賞与は、別に定める。 

（給与の支給日） 

第７条 基本給、扶養手当、管理職等手当、地域調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、

単身赴任手当、大学院調整手当、特別支援学校教員調整手当、特別資格調整手当、義務教育等教

員特別手当及び教職調整手当は、月末までの全額を当月１７日に、特殊勤務手当、時間外労働手

当及び深夜労働手当は、月末までの分を翌月１７日に支給する。ただし、支給日（この項におい

て、毎月１７日を「支給日」という。）が日曜日に当たるときは、支給日の前々日（その日が休

日に当たるときは、支給日の翌日）に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に、支給

日が月曜日で、かつ、休日にあたるときは、支給日の翌日に支給する。 

２ 期末手当及び勤勉手当は、６月３０日及び１２月１０日に支給する。ただし、支給日（この項

及び次項において、６月３０日及び１２月１０日を「支給日」という。）が日曜日に当たるとき

は、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。 

３ 特別貢献手当は、６月３０日に支給する。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合

は１２月１０日に支給することができ、また、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日
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に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。 

（給与の支払） 

第８条 給与の支払いに関し必要な事項は、給与規程第７条の規定を準用する。 

（給与の形態） 

第９条 教職員の給与のうち基本給及び諸手当は、月給制とする。 

２ 教職員のうち、学長が指定する者は、基本給は日給制とする。 

３ 前項に掲げる教職員の日給額の決定方法は、別に定める。 

第２章 基本給の決定 

（初任給） 

第１０条 新たに採用する教職員の初任給は、給与規程第９条の規定を準用するほか、別に定め

る。 

（昇給） 

第１１条 任期付教職員の昇給に関し必要な事項は、給与規程第１１条の規定を準用する。 

（特別昇給） 

第１２条 削除  

（昇給等の時期） 

第１３条 削除 

第３章 手当 

（期末手当） 

第１４条 任期付教職員、指定教職員及び特別職基本給表適用教職員に対し、期末手当を支給す

る。 

２ 前項に掲げる者のうち、任期付教職員にあっては、給与規程第２９条の規定を準用し支給す

る。 

３ 特別職基本給表適用教職員の期末手当の支給率は、学長が別に定める。 

４ 指定教職員の期末手当の支給率は、学長が別に定める。 

（勤勉手当） 

第１５条 任期付教職員、指定教職員及び特別職基本給表適用教職員に対し、勤勉手当を支給す

る。 

２ 前項に掲げる者のうち、任期付教職員にあっては、給与規程第３０条の規定を準用し支給す

る。 

３ 特別職基本給表適用教職員の勤勉手当の支給率は、学長が別に定める。 

４ 指定教職員の勤勉手当の支給率は、学長が別に定める。 

（休職者の給与） 

第１６条 任期付教職員が就業規則第２０条により休職する場合は、休職者の給与を支給する。 

２ 休職者の給与は、給与規程第３１条の規定を準用し支給する。 

（育児休業等の給与） 

第１７条 教職員の育児休業等の期間中の給与は、給与規程第３２条の規定を準用し支給する。 

（介護休業等の給与） 
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第１８条 教職員の介護休業等の期間中の給与は、給与規程第３３条の規定を準用し支給する。 

（基本給の半減） 

第１９条 教職員の給与の半減に関し必要な事項は、給与規程第３４条の規定を準用する。 

２ 前項の規定は、指定教職員には適用しない。 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第２０条 教職員の勤務１時間当たりの給与額の算出に関し必要な事項は、給与規程第３５条の規

定を準用する。 

（給与の減額） 

第２１条 教職員の給与の減額に関し必要な事項は、給与規程第３６条の規定を準用する。 

（長期欠勤の給与） 

第２１条の２ 有期雇用教職員が月の初日から末日まで全日数にわたって欠勤した場合は、基本給

及び諸手当を支給しない。 

（日割計算） 

第２２条 教職員の給与の日割計算に関し必要な事項は、給与規程第３７条の規定を準用する。 

２ 前項の規定は、指定教職員には適用しない。 

（端数計算） 

第２３条 給与の端数計算に関し必要な事項は、給与規程第３８条の規定を準用する。 

（端数の処理） 

第２４条 給与の端数の処理に関し必要な事項は、給与規程第３９条の規定を準用する。 

（年度末一時金） 

第２５条 指定教職員が、教職員に定められている勤務時間以上勤務した日が１８日以上ある日が

引き続いて６月を超えて勤務した場合は、日給を算出する基礎となる基本給月額に１００分の３

０を乗じて得た額の年度末一時金を支給する。 

２ 前項に規定するもののほか、年度末一時金の支給に関し必要な事項は、別に定める。 

（退職手当） 

第２６条 任期付教職員及び特別職基本給表適用職員の退職手当については、国立大学法人静岡大

学教職員退職手当規程を準用し、支給する。 

（その他） 

第２７条 特任教員の給与の取扱いに関しては、国立大学法人静岡大学特任教員規程によるほか、

必要な事項は、本規程を準用する。 

２ 学術研究員及び研究補佐員の給与の取扱いに関しては、国立大学法人静岡大学学術研究員等規

程によるほか、必要な事項は、本規定を準用する。 

３ 特任職員の給与の取扱いに関しては、国立大学法人静岡大学特任職員に関する規程によるほ

か、必要な事項は、本規程を準用する。 

４ 特別研究員の給与の取扱いに関しては、国立大学法人静岡大学特別研究員規程によるほか、必

要な事項は、本規程を準用する。 

附 則 

（施行期日） 
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第１条 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

（基本給表の適用に関する経過措置) 

第２条 第１条に規定する教職員のうち、施行日の前日において、一般職の教職員の給与に関する

法律（昭和25 年4 月3 日法律第9 5 号）第６条第１項に規定する俸給表の適用を受けていた教

職員（以下「承継教職員」という。）の施行日における第３条第２項に規定する基本給表は、行

政職俸給表については一般職基本給表とし、教育職俸給表については教育職基本給表とし、医療

職俸給表（二）については医療職基本給表（一）とし、医療職俸給表（三）については医療職基

本給表（二）とし、別に辞令を発せられない限り、それぞれ適用する。 

（基本給月額) 

第３条 前条の適用を受ける教職員の施行日における基本給月額については、別に辞令を発せられ

ない限り、当該教職員が施行日の前日に受けていた級号俸と同一とする。ただし、昇格又は昇給

させることとなる教職員については、施行日の前日に受けていた号俸を受けるに至った時を基礎

として基本給月額を決定する。 

（諸手当に関する経過措置） 

第４条 教職員にかかる諸手当については、施行日の前日に認定されていた届出については、施行

日以降も引き続き適用を受けることとして、取り扱うこととする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

（法科大学院専任実務家教員の取扱い） 

２ 法科大学院の、法曹資格を有する専任実務家教員の給与の取扱いに関しては、この規程による

改正後の国立大学法人有期雇用教職員給与規程によるほか、当分の間、別に定めるところによ

る。 

附 則 

この規程は、平成１８年３月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 平成１８年４月１日（以下「施行日」という。）の前日において国立大学法人静岡大学有期雇

用教職員給与規程の適用を受けていた教職員の施行日における基本給月額は、静岡大学教職員給

与規程を適用する教職員の基本給月額の切替細則を準用する。 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２０年３月１日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
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附 則 

この規程は、平成２１年１２月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。ただし、次項の規定は、平成２３年１月１

日から施行する。 

（５５歳を超える教職員に対する基本給等の減額支給） 

２ ５５歳を超える教職員に対する基本給等の支給については、国立大学法人静岡大学教職員給与

規程の一部改正する規程（平成２２年１２月１日改正）附則第２項から第４項までの規定を準用

する。 

附 則 

１ この規程は、平成２３年１月１日から施行する。 

２ この規程の施行日の前日から引き続き雇用されている外国人研究員に対する別表第９の適用に

ついては、なお従前の例による。 

３ 平成２３年４月１日における号給の調整については、国立大学法人静岡大学教職員給与規程の

一部を改正する規程（平成２２年１２月１日改正）附則第５項及び第６項の規定を準用する。 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年４月１日、平成２５年４月１日及び平成２６年４月１日における号給の調整につい

ては、国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程（平成２４年４月１日改正）

附則第２項から第４項までの規定を準用する。 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２６年１２月２４日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

 （適用日前の異動者の号給の調整） 

２ 適用日前の異動者の号給の調整については、国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改

正する規程（平成２６年１２月２４日改正）（以下「平成２６年改正教職員給与規程」という。）

附則第２項の規定を準用する。 

 （給与の内払） 

３ 給与の内払については、適用日前の異動者の号給の調整については、平成２６年改正規程附則

第３項の規定を準用する。 

 （平成２７年１月１日における昇給に関する特例） 

４ 平成２７年１月１日における昇給に関する特例については、平成２６年改正教職員給与規程附

則第４項の規定を準用する。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （切替日前の異動者の号給の調整） 

２ 平成２７年４月１日（以下「切替日」という。）前の異動者の号給の調整については、国立大学

法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程（平成２７年４月１日施行）（以下「平成２７

年改正教職員給与規程」という。）附則第２項の規定を準用する。 

 （基本給の切替えに伴う経過措置） 

３ 基本給の切替えに伴う経過措置については、平成２７年改正教職員給与規程附則第３項及び第

４項の規定を準用する。 

（５５歳を超える教職員に対する基本給等の減額支給） 

４ ５５歳を超える教職員に対する基本給等の減額支給については、平成２７年改正教職員給与規

程附則第５項の規定を準用する。 

 （広域異動手当に関する特例） 

５ 広域異動に関する特例については、平成２７年改正教職員給与規程附則第６項の規定を準用す

る。 

（広域異動手当に関する経過措置） 

６ 広域異動手当に関する経過措置については、平成２７年改正教職員給与規程附則第７項の規定

を準用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２８年３月１日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ この規程による改正後の国立大学法人静岡大学有期雇用教職員給与規程（以下「改正後の有期

雇用教職員給与規程」という。）の規定を適用する場合においては、改正前の国立大学法人静岡大

学有期雇用教職員給与規程の規定に基づいて支給された給与（国立大学法人静岡大学教職員給与

規程の一部を改正する規程（平成２７年４月１日施行。以下「平成２７年教職員給与規程」とい

う。）附則第３項の規定を準用して支給された基本給を含む。）は、改正後の有期雇用教職員給与

規程の規定による給与（平成２７年教職員給与規程附則第３項の規定を準用して支給された基本

給を含む。）の内払とみなす。 

   附 則 

 （施行期日）  

１ この規程は、平成２９年３月１日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ この規程による改正後の国立大学法人静岡大学有期雇用教職員給与規程（以下「改正後の有期

雇用教職員給与規程」という。）の規定を適用する場合においては、改正前の国立大学法人静岡大

学有期雇用教職員給与規程の規定に基づいて支給された給与（国立大学法人静岡大学教職員給与

規程の一部を改正する規程（平成２７年４月１日施行。以下「平成２７年教職員給与規程」とい

う。）附則第３項の規定を準用して支給された基本給を含む。）は、改正後の有期雇用教職員給与

規程の規定による給与（平成２７年教職員給与規程附則第３項の規定を準用して支給された基本

給を含む。）の内払とみなす。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成３０年３月１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。ただし、附

則第３項の規定は、平成３０年４月１日から施行する。 

（給与の内払） 

２ この規程による改正後の国立大学法人静岡大学有期雇用教職員給与規程（以下「改正後の有期

雇用教職員給与規程」という。）の規定を適用する場合においては、改正前の国立大学法人静岡大



  １９ 

 

 

学有期雇用教職員給与規程の規定に基づいて支給された給与（国立大学法人静岡大学教職員給与

規程の一部を改正する規程（平成２７年３月２７日規程第３０５号。以下「平成２７年教職員給

与規程」という。）附則第３項の規定を準用して支給された基本給を含む。）は、改正後の有期雇

用教職員給与規程の規定による給与（平成２７年教職員給与規程附則第３項の規定を準用して支

給された基本給を含む。）の内払とみなす。 

（平成３０年４月１日における号給の調整） 

３ 平成３０年４月１日における号給の調整については、国立大学法人静岡大学教職員給与規程の

一部を改正する規程（平成３０年２月２１日規程第３０６号）附則第３項の規定を準用する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成３１年３月１日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

２ この規程による改正後の国立大学法人静岡大学有期雇用教職員給与規程（以下「改正後の有期

雇用教職員給与規程」という。）の規定を適用する場合においては、改正前の国立大学法人静岡大

学有期雇用教職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の有期雇用教職員給与規

程の規定による給与の内払とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和２年３月１日から施行し、平成 31年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

２ この規程による改正後の国立大学法人静岡大学教職員給与規程（以下「改正後の教職員給与規

程」という。）の規定を適用する場合においては、改正前の国立大学法人静岡大学教職員給与規程

の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行し、令和４年３月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、令和４年12月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年９月 28日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年12月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年12月 25日から施行し、令和６年 12月１日から適用する。 

附 則 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和７年４月１日（以下「施行日」という。）の前日において国立大学法人静岡大学有期雇用

教職員給与規程の適用を受けていた教職員の施行日における基本給月額は、令和７年４月１日

における静岡大学教職員給与規程を適用する教職員の基本給月額の切替細則を準用する。 


